
東京大学大学院教育学研究科・教育学部 
学生の二重在籍に関する申し合わせ 

 

制定 平成２３年３月２日 

 

（他の正規課程への在籍） 

１．大学院学生及び学部学生は、他の正規課程学生の身分を有することができない。 

ただし、外国の大学に留学する場合は、留学先大学の正規課程もしくは非正規課程の

身分を有することを認めることがある。 

 

（他研究科または学部の非正規課程への在籍） 

２．大学院学生及び学部学生は、大学院学則または学部通則に定めのある場合を除き、本

学他研究科または他学部の非正規課程の身分を有することができない。 

 

（他の業務への従事） 

３．大学院学生及び学部学生は、他の常勤業務に従事する場合は、学業に専念することに

関する勤務先の長の承諾書を研究科・学部長に提出しなければならない。 

 


